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              請 願 文 書 表                               

 

受 理 番 号  ８請願第１号の１ 

受理年月日  令和８年２月２５日 

付託委員会  文教委員会 

件   名 子育て環境の充実を求める請願の件 

請 願 者 
 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊ 

紹 介 議 員 神野 淳一、上原 賢作、塩田 清人、嶋倉 久美子、長岡 嘉一 

 

 

 

 

要   旨 

 

 

 

子どもは未来の希望であり、多様な可能性を秘めている。どんな地域・どんな家

庭に生まれても、無条件に愛され、よりよい保育を受け、幸せに育つ権利がある。 

その権利が等しく保障されるためには、国や自治体が責任を持って、就学前の教

育・保育施設・学童保育の条件整備や保育内容の充実をはかり、保護者や地域の子

育てを支える必要がある。 

こどもまんなか社会と言われるようになり、育児休暇が長く取れるようになった

が、保育施設に入れない、深刻な人手不足で子どもが病気になっても仕事を休み辛

い職場環境など、まだまだ子育て環境が厳しい状況にある。 

東大阪市では、0 歳から 2 歳までしか通えない民間の小規模保育施設が増えてい

るが、待機児童解消に至らず、何らかの理由で保育所に入れなかった未入所児童（隠

れ待機児童）も増え続けている。 

また、子どもが小規模園を卒園すると、きょうだいで同じ園に通えないケースが

あり保護者負担が増えている。 

保育施設は増えたが、保育士の確保が難しく不足しているため、保育中の危険が

増し、ゆとりがなくなった保育現場では、「クラスに保育士がもう一人いれば」と声

が上がっている。国の保育士配置基準を更に改善し、保育士がやりがいをもって働

き続けられる賃金水準に引き上げることが必要である。 

前期の「子ども・子育て支援事業計画」により、0 歳から 5 歳まで通える公立保

育施設が削減されているが、公立の施設には、①保育の現場の声を子ども施策に活

かす役割、②障がい児の受け入れなど、子どもの人権と発達を保障する役割、③保

育の質を高める役割、④行政機関の組織の一部として、非常時に重要な機能を果た

す役割がある。 

感染症や災害が激基化する今こそ、セーフティネット、未入所児童解消、保育施

設内の「密閉・密集・密接」を避ける面積基準の見直しを、廃止する公立保育所を

復活して実施すべきだと考える。 

行政の責任において、子どもや保護者の思いを保育・子育て支援策に反映し、子

どもたちひとりひとりの個性が大切にされ、のびのびと主体的に過ごすことができ



る保育環境と、保護者が楽しく子育てができる東大阪にすることを求め、以下の通

り請願する。 

 

1.学童保育の運営は、市が責任を持って行うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別 紙） 

 

              請 願 文 書 表                               

 

受 理 番 号  ８請願第１号の２ 

受理年月日  令和８年２月２５日 

付託委員会  民生保健委員会 

件   名 子育て環境の充実を求める請願の件 

請 願 者 
 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊ 

紹 介 議 員 神野 淳一、上原 賢作、塩田 清人、嶋倉 久美子、長岡 嘉一 

 

 

 

 

要   旨 

 

 

 

 子どもは未来の希望であり、多様な可能性を秘めている。どんな地域・どんな

家庭に生まれても、無条件に愛され、よりよい保育を受け、幸せに育つ権利がある。

その権利が等しく保障されるためには、国や自治体が責任を持って、就学前の教

育・保育施設・学童保育の条件整備や保育内容の充実をはかり、保護者や地域の子

育てを支える必要がある。 

こどもまんなか社会と言われるようになり、育児休暇が長く取れるようになった

が、保育施設に入れない、深刻な人手不足で子どもが病気になっても仕事を休み辛

い職場環境など、まだまだ子育て環境が厳しい状況にある。 

東大阪市では、0 歳から 2 歳までしか通えない民間の小規模保育施設が増えてい

るが、待機児童解消に至らず、何らかの理由で保育所に入れなかった未入所児童（隠

れ待機児童）も増え続けている。 

また、子どもが小規模園を卒園すると、きょうだいで同じ園に通えないケースが

あり保護者負担が増えている。 

保育施設は増えたが、保育士の確保が難しく不足しているため、保育中の危険が

増し、ゆとりがなくなった保育現場では、「クラスに保育士がもう一人いれば」と声

が上がっている。国の保育士配置基準を更に改善し、保育士がやりがいをもって働

き続けられる賃金水準に引き上げることが必要である。 

前期の「子ども・子育て支援事業計画」により、0 歳から 5 歳まで通える公立保

育施設が削減されているが、公立の施設には、①保育の現場の声を子ども施策に活

かす役割、②障がい児の受け入れなど、子どもの人権と発達を保障する役割、③保

育の質を高める役割、④行政機関の組織の一部として、非常時に重要な機能を果た

す役割がある。 

感染症や災害が激基化する今こそ、セーフティネット、未入所児童解消、保育施

設内の「密閉・密集・密接」を避ける面積基準の見直しを、廃止する公立保育所を

復活して実施すべきだと考える。 

行政の責任において、子どもや保護者の思いを保育・子育て支援策に反映し、子

どもたちひとりひとりの個性が大切にされ、のびのびと主体的に過ごすことができ



る保育環境と、保護者が楽しく子育てができる東大阪にすることを求め、以下の通

り請願する。 

 

1.岩田・友井・鳥居・御厨保育所を、地域の入所施設不足解消に活用すること 

2.保育利用申請をすれば、いつでも希望する園に入所できるように、施設を整備す

ること 

3.処遇の改善など保育士が十分確保できるような施策を実施し、保育士を早急に増

やすこと 

4.職員の労働条件の改善・円滑な運営と、安心・安全な施設へ改築・改修ができる

ように、民間保育園の運営費を増額すること 

5.「幼児教育・保育無償化」の対象外の 0・1 歳児の保育料、給食費や延長保育料金

などの実費徴収を、無償化すること 

6.病児・病後児保育施設の増設など、子育て支援策を拡充すること 

 

 

 

 

 

 

 

 


